
令和７年度 第１回大阪市福祉有償運送運営協議会会議要旨 

 

日 時：令和７年９月 25日（木）14時 00分～15時 50分 

場 所：大阪市役所地下１階 第 8共通会議室 

出席者：（委員）飯田会長、手嶋委員、池田委員、小川委員、小松委員（代理 隅田事務局長） 

森委員、中越委員、桒原委員（代理 田頭専門官）、大谷委員、三浦委員 

（福祉局地域福祉課） 

伊藤連絡調整担当課長、山口地域福祉課長代理、大谷担当係長、福井係員 

■ 議 題 

（１）福祉有償運送の登録申請内容等について 

（１）（更新２件、運転者の変更等【報告】２件） 

（２）「運転者の追加、要件の変更についての取扱い」の変更について【報告】 

（３）「道路運送法第７９条の２の規定による福祉有償運送の登録に係る協議基準」 

第３条の《運送の対価》の複数乗車規定の削除について 

（４）福祉有償運送の登録申請内容等について 

（新規１件【意見交換】） 

 

■ 資 料 

資料１～２  更新申請書類 

資料３～５  報告書類（議題（１）関係） 

資料６    報告書類（議題（２）関係） 

資料７    協議基準の改正にかかる書類 

資料８    事業者からの提出書類 

 

■ 会議要旨 

資料１について 

説明 

・事務局から概要説明 

・申請者から申請内容の詳細説明 

委員意見 

・協議基準に照らして疑義なし 

協議結果 

・更新について協議が調ったものとする 

 

資料２について 

説明 

・事務局から概要説明 

・申請者から申請内容の詳細説明 

委員意見 

・協議基準に照らして疑義なし 

協議結果 

・更新について協議が調ったものとする 



 

資料３～５について 

説明 

・事務局から概要説明 

委員意見 

・疑義なし 

 

資料６について 

説明 

・事務局から概要説明 

委員意見 

・疑義なし 

 

資料７について 

説明 

・事務局から概要説明 

委員意見 

・疑義なし 

協議結果 

・本市協議基準第３条の《運送の対価》の「基本的には、複数乗車は認めない。ただし、協

議会において必要と認められる場合は、協議会において定める対価の範囲内で認めるも

のとする。」を削除する 

 

 

資料８について 

   ・委員間で意見交換を実施 


